
行動計画に定めた目標を達成したこと等、一定の基準を 

満たした事業主は、次世代法第１３条に基づく「子育て 

サポート企業」として都道府県労働局長の認定を受ける 

ことができます。 

平成２４年度は７社を認定しました。 

これで、これまでに認定した県内企業は合計１２社、 

うち２回目認定企業は３社となりました（別添２参照）。 

なお、平成２５年３月に認定した揚原織物工業株式会社は、 

県内繊維工業では初の認定企業となります（取組内容は別添３参照）。 

 

 

 

 

 

 

平成 24年度次世代育成支援対策推進法施行状況について 

 

福井労働局（局長 谷藤 仁）では、平成２４年度の次世代育成支援対策推進法（以

下、｢次世代法｣という）の施行状況を取りまとめましたので公表します。 

 

 

１ 策定・届出状況   ～ 義務企業(労働者１０１人以上)の届出率は９９．７％ ～ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認定状況  ～ 平成２４年度は７社認定｡認定を目指す企業が増えています｡ ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成２５年度の福井労働局の取組 

 

 

 

 

 

担 

 

当 

福井労働局 雇用均等室 

雇 用 均 等 室 長 野添 雅恵 

地方育児・介護休業指導官 三浦 直子 

電  話（０７７６）２２－３９４７  

福 井 労 働 局 発 表 

平成２５年４月３０日    

次世代認定マーク「くるみん」 

くるみん」に

は、赤ちゃんが

大事に包まれる

「おくるみ」と

「職場ぐるみ・

会社ぐるみ」で

子どもの育成に

取り組もう、と

いう意味が込め

られています。 

 

労働者１０１人以上企業は、｢一般事業主行動計画｣の策定・届出が義務づけられてい 

ます。福井労働局管内の義務企業の届出数は３２１社、届出率は９９．７％です（全国届出率 

９７．９％）。 

また、行動計画の策定・届出が努力義務である１００人以下企業の届出数は、４８４社 

(全国２３，７０７社)です(別添１参照)。 

今年度も、引き続き労働者１０１人以上企業の行動計画の策定・届出等について、督促指導

等による完全実施を図ります。 

併せて、より多くの企業が認定を目指した取組を進めるよう、企業の取組状況、認定の意向

等の把握に努め、個別具体的なアドバイスを行います。 



 

【添付資料】 

１．一般事業主行動計画策定・届出状況（平成２５年３月末時点）（別添１） 

２ 福井労働局管内の次世代法第１３条に基づく認定企業一覧（別添２） 

３．認定企業の取組内容（別添３） 

４．次世代法Ｑ＆Ａ（別添４） 


